
 

みなさんは、「こども基本法」を知っていますか？「こども基本法」

は、2023 年（令和 5 年）4 月に施行された新しい法律です。すべて

の子どもが自立した個人として権利を守られ、平等に幸せな生活が

送れるようにと考えた「こども施策」を総合的に推し進めるために制

定されました。 

 

こども基本法では「こども」の定義を「心と身体の

発達の過程にある人」としており、「こども施策」を「こ

どもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策」

としています。これは、一定の年齢による上限を設け

ていません。 

 

 こども施策は「すべてのこどもは大切にされ、基本

的な人権が守られ、差別されないこと」「すべてのこ

どもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保

護される権利が守られ、平等に教育を受けられるこ

と」「年齢や発達の程度により、自分に直接関係する

ことに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参

加できること」など６つの基本理念から成り立ってい

ます。 

 

自分の意見を持つことは、とても重要なことです。

意見があったらどんどん大人に伝えてくださいね！

先生やご両親に伝えづらかったら、スクールカウンセ

ラーに相談して、どうやって伝えると良いかなど、方

法を一緒に考えましょう！ 

こども家庭庁ホームページより 

 

もうすぐ夏休みですね。夏休みをどう過ごそうか、計画など立て始めていますか？ 

暑い夏、体調に気を付けて、有意義な夏休みを過ごしてくださいね！ 

夏休み後に、リフレッシュしたみなさんにお会いできるのを楽しみにしています！ 

 

～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～☆。。～ 

不安に思うことや困ったことがあった場合には、事前に担任の先生を通してご連絡ください。 

今後の勤務は、９月７日（木）、２１日（木）です 

（スクールカウンセラー 桂 明子） 


